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本
法
律
案
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
が
労
働
者
及
び
事
業
主
に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
を
図
る
た
め
、
雇
用
保
険

法
の
特
例
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
者
の
う
ち
一
定
の
者
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

つ
い
て
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
の
実
施
の
状
況
等
の
事
情
を
勘
案
し
、
所
定
の
基
準
に
照
ら
し
て
再
就

職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
給
期
間
内
の
失
業

し
て
い
る
日
に
つ
い
て
、
所
定
給
付
日
数
を
超
え
て
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
労
働
者
の
失
業
の
予
防
を
図
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
事
業
主
が
休
業
さ
せ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
雇

用
保
険
の
被
保
険
者
に
対
し
て
、
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
を
支
給
す
る

事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
被
保
険
者
で
な
い
労
働
者
（
厚
生
労
働
省



二

令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
に

準
じ
て
特
別
の
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
国
庫
は
、
経
済
情
勢
の
変
化
及
び
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
お
け
る
求
職
者
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
国
庫
は
、
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
及
び
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
調
整
助
成
金
等
を
支
給
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す

る
も
の
と
し
、
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
に
相
当
す
る
額
は
、
一
般
会
計
か
ら
雇
用
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

五
、
令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度
に
お
い
て
、
雇
用
勘
定
の
積
立
金
は
、
育
児
休
業
給
付
費
又
は
雇
用
安
定
事
業
費
（
雇
用

調
整
助
成
金
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
を
支
給
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
を
支
弁

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
を
限
り
、
同
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


